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２．２．気流止めの改修

（１）気流止めの部位と材料
昭和に建設された木造軸組構法の建物は図 8.2.1 に

示すように壁内などに気流を生じていることが多くあり
ます。断熱材が施工されていても、この気流によりその
性能はかなり低下します。

内外装をなるべく壊さずに気流止めのみを行うこと
でも、これまでに比べて格段に断熱性能の向上が見込め
ます。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 8.2.1　壁内気流の生じている住宅の断面

気流止めを行う部位は、図 8.2.2 に示す様に、外壁
と１階床、胴差、桁の取合い部、下屋部、間仕切壁と
１階床及び最上階天井の取合い部です。基礎断熱工法
によって改修を行う場合は、間仕切壁と１階床の取合
い部分は省略できます（床部分に既存の断熱材を残す
場合は床下の温度が低くなることがあり、この部分に
も気流止めを要することがあります）。

気流止めの施工部位は全てを行うことが前提です
が、予算が少ない場合などは土台まわりを優先し、胴
差、桁に向かって施工範囲を増やすことも考えられます。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 8.2.2　気流止めを設置する場所

気流止めとして使用する材料は、グラスウール
（HG16-38）厚さ 140mm などを必要な大きさにカッ
トし、ある程度の厚さのあるポリエチレン袋に入れ、
掃除機などで中の空気を吸い込み圧縮したものを作成
し、それを施工部位に入れ、切れ目を入れてふくらま
せる方法が提案されており 1）、グラスウールメーカー
や建材メーカーで製品として販売されています（写真
8.2.1）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 8.2.1 気流止め製品の例

１）：一般社団法人 新木造住宅技術研究協議会で提案。
　　　技術情報は同会発行の「新住協　技術情報第 42 号」参照。
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図 8.2.5 外壁と桁の取合い部（床断熱、基礎断熱）

（５）間仕切壁と１階床の取合い部（基礎断熱工法）

・基礎断熱工法の場合は、間仕切壁と１階床の取合い部の断熱気密施工は不要です。

図 8.2.6 間仕切壁と１階床の取合い部（基礎断熱工法の場合）

（６）間仕切壁と最上階天井の取合い部
・基礎断熱の場合でも間仕切壁と最上階天井の取合い部の気流止めは施工します。

・間仕切壁上部を片側だけ剥がし、気流止めを施工します。この気流止めは既存の天井にある防湿フィ
ルムと気密のラインを形成できるように必要に応じて、両面テープなどの気密補助材を使用して気密
化を行います。

・気流止めの施工後に、天井の断熱材としてブローイングなどを吹き込みます。
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図 8.2.7 間仕切壁と最上階天井の取合い部（床断熱、基礎断熱工法の場合）

（７）下屋部分
・下屋部分は断熱気密施工を行える小屋裏スペースがあれば、そこに入って施工できますが、大概はス

ペースが足りません。よって、下屋下の天井を剥がして施工する方が適切で迅速な施工が行えます。

・下屋の胴差と上階外壁部分の気流止めを施工します。この場合、上階外壁の防湿フィルムと気流止め、
胴差が気密上連続するように配慮します。また、下屋の垂木受け材と垂木部分は上階外壁とつながっ
ており、小屋裏から外壁内に気流が通る可能性があるため、気密テープなどで措置します。

・小屋裏内の上階外壁部分に付加断熱を施工します。

・胴差と下階天井部分の気密を連続させるために、防湿フィルムなどを施工します。最後に下屋部分に
ブローイングなどの断熱材を施工します。

図 8.2.8 下屋部（床断熱、基礎断熱）
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２．３．内側及び外側から改修する方法
・内装材側から改修する場合の例を示します。なお、内装材側から改修するということは、施主の方

はその期間、別の住居を確保する必要があること、設備機器を移動もしくは変更することを伴うため、
予想以上に費用のかかることがあるので、事前に充分計画をしてから実施する必要があります。

・外皮平均熱貫流率 0.46 W/( ㎡ ･K) 以下、相当隙間面積 2.0c ㎡ / ㎡以下、耐震改修を併用（既存住
宅が新耐震基準（S55 年）に適合していない場合）する場合の例を紹介します。

（１）土台まわり
・断熱気密施工のために、壁・床の内装材、断熱材を全て剥がした上、各部位の断熱材及び防湿フィル

ムを施工します。

・外壁の断熱性能は充填断熱のみでは足りないため、既存外装材の上から付加断熱を施工します。床の
断熱材は、繊維系断熱材を選んだ場合は大引き間と根太間の両方に施工することになります。断熱材
が垂れ下がらないようにしっかりした受け材を取り付けてから施工します。

・根太をそのままにする場合は、壁内と床下間の気流止めを防湿フィルムで行うことが難しいため、横
桟を入れるなどの措置を行います。根太を取り替える場合は、先張り防湿フィルムを施工し大引き部
分は防湿フィルムに切れ目を入れて、気密テープで処理します。

・壁の防湿フィルムと先張り防湿フィルム、床の防湿フィルムは下地のあるところで 100mm 以上重
ねて内装材などで押さえつけます。

・より高い気密性能とする場合は、防湿フィルムの継ぎ目を気密テープで処理します。

・基礎断熱工法の場合は、床下防湿処理が必要になります。

図 8.2.9 外壁と１階床の取合い部
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図 8.2.10 外壁と１階床の取合い部（基礎断熱工法）

（２）胴差まわり
・土台まわりと同様に、下階天井と上階床材、壁の内装材、断熱材を剥がした上、各部位の断熱材及び

防湿フィルムを施工します。

・外壁の断熱性能は充填断熱のみでは足りないため、既存外装材の上から付加断熱を施工します。

・根太をそのままにする場合は、壁内と階間天井懐の気流止めを防湿フィルムで行うことが難しいため、
横桟を入れるなどの措置を行います。根太を取り替える場合は、先張り防湿フィルムを施工し梁部分
は防湿フィルムに切れ目を入れて気密テープで処理します。

・耐震改修のため、胴差まわりの外装材を剥がして、構造用合板を用いて耐震改修を行います。

図 8.2.11 外壁と胴差の取合い部
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（３）桁まわり
・最上階天井と壁の内装材、断熱材を剥がした上、各部位の断熱材及び防湿フィルムを施工します。

・外壁の断熱性能は充填断熱のみでは足りないため、既存外装材の上から付加断熱を施工します。

・壁内気流を止めるため、壁の防湿フィルムは桁まで届くように張り上げるか、横桟を入れるなどの措
置を行います。梁部分は防湿フィルムに切れ目を入れて気密テープで処理します。

・耐震改修のため桁まわりの外装材、軒天を剥がして、構造用合板を用いて耐震改修を行います。

図 8.2.12 外壁と桁の取合い部

（４）間仕切壁と床の取合い部
・床と間仕切壁の内装材、断熱材を剥がした上、各部位の断熱材及び防湿フィルムを施工します。

・床の断熱材は、繊維系断熱材を選んだ場合は、大引き間と根太間の両方に施工することになります。
断熱材が垂れ下がらないようにしっかりした受け材を取り付けてから施工します。

・壁内気流を止めるため、床の防湿フィルムを連続させ、その上に後から間仕切壁を施工します。

・基礎断熱工法の場合は、この部分の対策は不要です。

図 8.2.13 間仕切壁と１階床の取合い部
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（５）間仕切壁と最上階天井の取合い部
・最上階天井と間仕切壁の内装材、断熱材を剥がし、各部位の断熱材及び防湿フィルムを施工します。

・間仕切壁の施工よりも先に天井ラインに間仕切壁の下地を取り付け、天井の防湿フィルムを連続して
張ります。その後、間仕切壁を施工します。柱と防湿フィルムの取合い部は気密テープで処理します。

・天井の断熱材としてブローイングなどを吹き込みます。

図 8.2.14 間仕切壁と最上階天井の取合い部

（６）下屋部分
・下屋下の天井と下屋に面する内装材を剥がします。

・壁の断熱材を入れ替え、防湿フィルムを施工します。

・小屋裏内の上階外壁部分に構造用合板を張り付けの上、付加断熱を施工します。

・胴差と下階天井部分の気密を連続させるために防湿フィルムを施工します。最後に下屋部分にブロー
イングなどの断熱材を施工します。

図 8.2.15 下屋部
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２．４．外側のみから改修する方法
建物の外側からの改修は主に二つの方法があります。一つは充填断熱改修、もう一つは外張断熱改

修です。いずれも住みながら行えるため、施主にとってメリットの大きい工法です。しかし、充填断
熱改修の場合は、外装材を全て剥がしても軸組の内側に防湿フィルムを隙間なく施工できないため、
気流止めを用いるなどして気密性能を確保するしかなく、高い気密性能を実現することは困難です。
目標の気密性能が 3.0 ～ 5.0c ㎡ / ㎡程度の気密性能と、今より若干高い断熱性能であれば実現可能で
す。

外張断熱改修は、より高い性能を実現することができます。以下に外張断熱改修の例を示します。

（１）土台まわり
・壁は外装材を全て剥がし、主要構造材の状態を確認します。腐朽している部分があれば修復します。

・軸組内の断熱材は、グラスウール 50mm 程度であれば撤去せずにそのままでも構いません。軸組の
外側に構造用合板を施工し、耐震性能を確保します。

・構造用合板の外側に気密フィルムを、その外側に断熱材を施工します。断熱材の施工は必要に応じて
下地を組みます。通気層を確保するための縦胴縁を介して外装材を施工します。

・既存の床の断熱材は、断熱性能が高いほど床下の温度が低くなり、初夏などに基礎部分や大引きなど
に結露する可能性があるため、できるだけ撤去します。厚さが 50mm 程度であればそのままでも構
いません。床下地盤面に防湿フィルムを敷設して防湿します。

　図 8.2.16　外壁と１階床の取合い部
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（２）胴差まわり
・外装材を剥がし、主要構造材の状態を確認します。腐朽している部分があれば修復します。

・軸組内の断熱材は、グラスウール 50mm 程度であれば撤去せずにそのままでも構いません。軸組の
外側に構造用合板を施工し、耐震性能を確保します。

・構造用合板の外側に気密フィルムを、その外側に断熱材を施工します。断熱材の施工は必要に応じて
下地を組みます。通気層を確保するための縦胴縁を介して外装材を施工します。

　　図 8.2.17 外壁と胴差の取合い部



134134

（３）桁まわり
・屋根部分は、外壁と同様に屋根垂木の手前まで剥がします。その上に構造用合板、気密フィルム、断

熱材の順に施工します。断熱材の外気側には通気層を設けます。

・断熱材の厚さは、省エネルギー基準の設計施工指針では、屋根断熱は熱抵抗値で 6.6 m2･K/W に
なっています。よって高性能グラスウール 16K を使用する場合は 265mm 必要です。屋根断熱の場
合は 2 × 10 材や 2 × 12 材を屋根垂木に使用するので通気層を 30mm 以上とることを考慮すると
265mm を入れることができません。よって、240mm 程度として、他の部位で断熱性能を確保する
と良いでしょう。

・押出法ポリスチレンフォーム３種では 185mm 以上となります。

・壁面の気密フィルムと屋根面の気密フィルムの連続性の確保に注意します。

図 8.2.18 外壁と桁の取合い部

（４）間仕切壁と床及び最上階天井の取合い部
・外張断熱工法の場合は、間仕切壁と床及び最上階天井の取合い部は既存のままで良いです。ただし、

床下の防湿措置は必要です。
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池田　浩和 岡庭建設　株式会社

井上　理一郎 独立行政法人　住宅金融支援機構

小山　剛 一般社団法人　住宅性能評価・表示協会

坂口　晴一 一般社団法人　日本ツーバイフォー建築協会

多田　季也 断熱建材協議会

谷原　敏博 断熱建材協議会  

布井　洋二 断熱建材協議会                                   

三原　典正 断熱建材協議会

協力委員（五十音順） 久保田　博之 株式会社　プレスト建築研究所

砂川　雅彦 住宅環境コンサルタント

村田　直子 ＭＯＯＮ設計　合同会社

コンサルタント 加来　照彦 株式会社　現代計画研究所                                   

須藤　育代 株式会社　現代計画研究所                                   

事務局 沼田　良平 一般社団法人　木を活かす建築推進協議会

髙田　峰幸 一般社団法人　木を活かす建築推進協議会

谷合　亜男 一般社団法人　木を活かす建築推進協議会

北海道版作成 SWG
主査 福島　明 学校法人　北海道科学大学

委員 （五十音順） 遠藤　卓 地方独立行政法人　北海道立総合研究機構

菊澤　里志 株式会社　キクザワ

高倉　政寛 地方独立行政法人　北海道立総合研究機構

立松　宏一 地方独立行政法人　北海道立総合研究機構

平川　秀樹 学校法人　北海道科学大学

山本　亜耕 株式会社　山本亜耕建築設計事務所

オブザーバー 廣田　誠一 地方独立行政法人　北海道立総合研究機構

飯泉　元気 地方独立行政法人　北海道立総合研究機構

事務局 吉野　利幸 一般社団法人　北海道建築技術協会
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